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白石町道の駅「しろいし」条例（案） 

 

（設置） 

第１条 この条例は、道路利用者へ良好な休憩の場、道路情報等を提供するととも

に、本町の豊かな地域資源を活用した産業の育成、観光等の地域情報の発信及び

町民と来訪者との交流を促進するため、道の駅「しろいし」（以下「道の駅」と

いう。）を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名 称  道の駅「しろいし」 

 位 置  佐賀県杵島郡白石町大字福富下分３０６番地４ 

 （事業） 

第３条 道の駅は、次に掲げる事業を行う。 

 （１） 道路利用者への休憩の場、道路情報等の提供に関すること。 

 （２） 観光情報及び地域情報の発信に関すること。 

 （３） 町民及び来訪者との交流の促進に関すること。 

 （４） 地元特産品の展示及び販売、飲食物その他の物品の販売に関すること。 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、道の駅の設置の目的を達成するために必要 

な事業 

 （開館時間及び休館日） 

第４条 道の駅の施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。 

（利用の許可） 

第５条 道の駅を専用して利用しようとする者（以下「利用者」という。）は、あ

らかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようと

するときも同様とする。 

２ 町長は、道の駅の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付す

ことができる。 

３ 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないも

のとする。 

 （１） 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められると 
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き。 

 （２） 道の駅の施設、附属設備又は備品等（以下「施設等」という。）を汚損 

し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。 

 （３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７ 

号）第２条第２号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行 

為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。 

 （４） 前３号に掲げる場合のほか、道の駅の管理上支障があると認められると 

き。 

 （利用許可の取消し等） 

第６条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第１項の許可を取り

消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命じることができる。 

（１） 利用者が許可を受けた利用目的に違反したとき。 

 （２） 利用者が利用許可の申請事項に虚偽の記載をし、又は不正の手段によっ 

て許可を受けたとき。 

 （３） 利用者がこの条例又は許可条件に違反したとき。 

 （４） 天災地変その他の避けることができない事由により必要があると認めら 

れるとき。 

 （５） 公益上必要があると認められるとき。 

 （６） 前各号に掲げる場合のほか、道の駅の管理上特に必要があると認められ 

るとき。 

２ 前項の規定により許可を取り消し、又は許可を制限し、若しくは利用の停止を 

命じた場合において、利用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わな 

いものとする。 

（監督処分） 

第７条 町長は、前条の規定により許可を取り消された者に対し、道の駅から退去

を命ずることができる。 

 （原状回復の義務） 

第８条 利用者は、その利用を終了したとき、又は第６条の規定により許可を取り

消されたときは、直ちに自己の負担で設備又は器具を撤去し、道の駅を原状に復

さなければならない。ただし、町長が原状に復する必要がないと認めるときは、
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この限りでない。 

（目的外利用、権利の譲渡等の禁止） 

第９条 利用者は、道の駅の利用の目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡

し、若しくは転貸してはならない。 

（使用料） 

第１０条 利用者は、使用料を納付しなければならない。 

 （使用料の減免） 

第１１条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は

免除することができる。 

 （１） 町が主催し、又は共催して行う事業に施設を利用するとき。 

 （２） その他町長が特に必要があると認めるとき。 

 （使用料の還付） 

第１２条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた

ときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。 

 （指定管理者による管理） 

第１３条 町長は、道の駅の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、法人その他の団体であ

って町長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に、道の駅の管理を行

わせることができる。 

 （指定管理者が行う業務） 

第１４条 前条の規定により、道の駅の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行

う業務（以下「管理業務」という。）は、次に掲げる業務とする。 

（１） 第３条各号に掲げる事業に関する業務 

（２） 特産品等の展示、製造及び販売に関する業務 

 （３） 特産品等を活用した飲食物の提供に関する業務 

 （４） 道の駅の施設の維持管理及び修繕に関する業務 

 （５） 道の駅の利用許可に関する業務 

 （６） 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務 

２ 前項の場合における第５条、第７条及び第１７条の規定の適用については、こ

れらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第６条中「町長は」とある

https://www.city.taketa.oita.jp/reiki/reiki_honbun/r335RG00000983.html#e000000071
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のは「指定管理者は、町長の承認を得て」として、これらの規定を適用する。 

 （指定管理者の指定の手続等） 

第１５条 指定管理者の指定の手続等については、白石町公の施設の指定管理者の

指定の手続等に関する条例（平成１７年白石町条例第５０号）の定めるところに

よる。 

 （利用料金） 

第１６条 町長は、第１４条第１項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる

場合において、適当と認めるときは、指定管理者に道の駅の利用に係る料金（以

下「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させることができ

る。 

２ 前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合におい

て、利用者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。 

３ 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管

理者があらかじめ町長の承認を得て定める。 

４ 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除

し、又は還付することができる。 

５ 第１項の規定により指定管理者に利用料金をその収入として収受させる場合に

おいては、第１０条及び第１２条の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」

とする。 

（入場の制限） 

第１７条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し、若しくは制

限し、又は退去を命ずることができる。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者 

 （２） 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者 

 （３） 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある物を携帯する 

  者 

 （４） 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認める者 

 （５） 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝又は販売その他これらに類する行 

為をする者 

 （６） 許可なく印刷物又はポスターその他これに類する物を配布し、又は掲示 
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する者 

 （７） 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認める者 

（利用及び入場の禁止又は制限） 

第１８条 町長は、道の駅の維持管理上必要があると認めるとき又はその施設等の

保全に支障があると認めるときは、道の駅の利用及び入場を禁止し、又は制限す

ることができる。 

（損害賠償） 

第１９条 利用者又は入場者がその責めに帰すべき事由により、道の駅の施設等を

毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町

長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。 

 （委任） 

第２０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規

則で定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において、規則で定め

る日から施行する。 
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